
本州四国連絡高速道路（株）入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所 平成２７年２月２７日（金） 本社１１Ｆ 会議室

出席委員 小 林 秀 一（弁護士）

白 土 博 通（大学教授）

泉 水 文 雄（大学教授）

審議対象期間 平成２６年４月１日～平成２６年９月３０日

抽出案件 抽出案件 ３ 件 （備考）

条件付一般競争 １ 件 ・平成２６年度磁気カード方式料金

収受機器更新工事

条件付一般競争 １ 件 ・平成２６年度神戸管内伸縮装置取

替工事

指名競争 １ 件 ・櫃石島高架橋耐震補強工事（その

１）

意見・質問 回答

委員からの意見・質 ・別紙のとおり ・別紙のとおり

問、それに対する応

答等

委員会による意見の ・別紙のとおり ・別紙のとおり

具申又は勧告の内容



別 紙

意見・質問 回答（説明を含む）

①入札方式別発注業務について説明

・特になし

②指名停止等運用状況について説明

・特になし

③条件付一般競争（平成２６年度磁気カード

方式料金収受機器更新工事）

・本契約について、設計金額及び更新周期の ・設計金額の算出については、数者から見

妥当性について確認したい。また、参加者が 積りを徴収し、金額を設定している。更新

１者のみであるが、この種の工事への新規参 周期は、標準耐用年数を８年とし、運用状

入を阻むような競争参加要件となっていない 況から機器の延命を図ることで概ね１０年

か、という点についても確認したい。 としている。

競争参加要件については、料金収受機器

の特性を考慮しつつ、競争性を確保するよ

う設定している。

・同種工事は過去１０年の間に経験があれば ・更新周期とは関係なく、本件以外の他工

よいという要件であるが、前述の更新周期と 種においても、過去１０年間を基本として、

関係があるのか。 その間の実績を求めているものである。た

だし、工種と工事内容によって年数を変更

することもある。

・機器の保守点検は、誰が実施しているのか。・グループ会社が実施している。

④条件付一般競争（平成２６年度神戸管内伸

縮装置取替工事）

・当該装置の更新周期を教えて頂きたい。 ・経年劣化、損傷等が生じた場合、必要の

都度更新している。

・入札結果について、５者が入札に参加し、 ・１回目の入札金額を下回る金額では受注

１回目の入札で５者とも予定価格を上回って できないということで、２回目の入札を辞

いたため、２回目の入札を行ったが、ここで 退しているものと考えられるが、入札者側

２者が辞退している。この理由はなぜか。 の都合もあり、判断しかねるところである。



⑤指名競争（櫃石島高架橋耐震補強工事（そ

の１））

・不調又は不落により、条件付一般競争から ・過去、３回の条件付一般競争を行ったが、

指名競争に移行したものであるが、その流れ 参加者がなかったため、当社規定に基づき

について教えて頂きたい。 指名競札へ移行したものである。

・指名競争に移行した際、従前の条件につい ・条件付一般競争として３回目に広告した

て変更等を行ったのか。 際、競争参加要件のうち、求める同種工事

の施工実績について緩和し、工期を短縮し

た。その後指名競争に移行した際も、同条

件により指名した。指名競争に移行したこ

とで、技術提案(施工計画)の提出が不要と

なり、業者側の負担も軽くなっていると思

料する。

・本工事における品質確保については、何を ・本指名競争においては、過去に同種工事

担保としているのか。 の施工実績を有する業者を指名の相手方と

して選定しており、実績を有する業者に施

工させることで、品質を確保できるものと

判断している。

・本工事では、なぜ不調又は不落が続いたの ・参加意志のあった業者にアンケート調査

か。 にご協力頂いた結果、工期が長く、技術者

を配置する事が困難であるという回答が多

かった。このため、前述のとおり、指名競

争に移行した際に工期を短縮するよう配慮

している。

・施工計画の提出を求めないとのことである ・現状では特に支障はない。

が、特段の支障はないか。

・工期を短縮し、条件を変えて再度広告した ・入札広告においては短縮前の工期を示さ

ということであるが、契約自体は短縮前の工 なければならないため、業者側も入札広告

期で締結し、施工自体は工期を短縮して施工 を見て参加を敬遠したものと思われること

してもらえばよかったのでは。 から、契約まで至らなかったものと思われ

る。

・地理的条件をより広げていれば、入札参加 ・本件については、瀬戸内周辺企業という

者も増えていたのではないか。 ことで、大阪府、兵庫県、徳島県、岡山県、

香川県、広島県、愛媛県及び高知県におい

て、本社、支社又は営業所を設けている企



業であればよいという条件を設定している。

地理的条件としては、この程度まで広げて

おけば、対象企業も多く存在することから、

妥当であると考えている。

⑥その他（特例規程を適用した契約の状況に

ついて）

・前回の入札監視委員会においても特例規程 ・橋梁の耐震補強工事についてはその傾向

についてご説明頂いたが、不調不落が発生す が強いが、安全通路設置工事については、

る原因としては、先程質疑のあったような、 当方の積算と入札参加者の入札価格におい

工期が長く、工事が複雑であるという原因が て、労務単価等の乖離があったため、その

多くを占めると思われる。 部分は見積りを徴収するなどして市場価格

に合わせているところである。労務単価の

改定も行っているが、近年、単価の上昇が

進み、市場価格に追いつかない部分もあり、

不調不落の一因となっていると考えられる。

加えて、料金機械の専門性の高さ及び電気

設備関係の埋設物に係るリスクが非常に高

く、これらも不調不落の一因となっている

と考えられる。


